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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の構造部材群を備える車両ウィンドウワイパーであって、：
　－縦長基板（１０）と、
　－前記基板（１０）の延在部（１１）として配置される剛性向上ロッド（２０）と、
　－前記基板（１０）に固定されるワイピングブレード（３０）と、
　－洗浄液を噴射する少なくとも１つのチューブ（４２ａ，４２ｂ）を含み、かつ前記基
板（１０）に組み付けられるアクセサリー（４０）とを備え、前記ワイパーは更に、前記
洗浄液を加熱する手段（５０；５０ａ，５０ｂ；５０’ａ，５０’ｂ）を含み、前記加熱
手段（５０；５０ａ，５０ｂ；５０’ａ，５０’ｂ）は、前記剛性向上ロッド（２０）に
設けられていることを特徴とする、車両ウィンドウワイパー。
【請求項２】
　前記剛性向上ロッド（２０）は金属ロッドであることを特徴とする請求項１に記載の車
両ウィンドウワイパー。
【請求項３】
　前記加熱手段は、少なくとも１つの加熱抵抗膜（５０；５０ａ，５０ｂ；５０’ａ，５
０’ｂ）を含む、請求項１又は２に記載の車両ウィンドウワイパー。
【請求項４】
　前記加熱抵抗膜（５０；５０ａ，５０ｂ；５０’ａ，５０’ｂ）は、前記剛性向上ロッ
ド（２０）の少なくとも１つの面に配置されている、請求項３に記載の車両ウィンドウワ



(2) JP 5475751 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

イパー。
【請求項５】
　前記加熱抵抗膜（５０’ａ，５０’ｂ）は、前記剛性向上ロッド（２０）の１つの面に
おける辺縁部に配置されている、請求項４に記載の車両ウィンドウワイパー。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の車両ウィンドウワイパーを含むワイピングシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両ウィンドウワイパーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、「可撓性ブレード」または「フラットブレード」として知られている車両ウィン
ドウワイパーに関連する技術が開発されており、このワイパーの例示的な実施形態が、特
許文献１に開示されている。
【０００３】
　このような「フラットブレード」技術では、或る構造体が、半剛性材料により形成され
る縦長基板により構成される中心部材の回りに形成され、基板には、他の種々の機能部材
が付加される。
【０００４】
　第１の機能部材は、基板の縦長空洞に収容される金属ロッドである。この金属ロッドは
、ワイパー全体に、正しい機械的挙動に必要とされる剛性を付与するだけでなく、駆動ア
ームからフロントガラスに加わる圧力を分布するという２重機能を有する。これが、当該
金属ロッドが「スプライン」と呼ばれることが多い理由である。
【０００５】
　第２の機能部材は、エラストマーにより形成され、かつ縦長基板に、当該基板とともに
押出し成形により一体に製造された爪部を介して固定されるワイピングブレードである。
【０００６】
　第３の機能部材は、ワイピング性を向上させるように構成されているアクセサリーであ
る。このようなアクセサリーは、エラストマーにより形成され、縦長基板に、種々の手段
により、具体的には挟み込み（クリッピング）により組み付けられる。
【０００７】
　第１タイプのアクセサリーは、例えば適切な洗浄液を噴射する装置であり、洗浄液を噴
射することにより、ワイパーのワイピング運動と組み合わせた挙動を通して、ウィンドウ
にこびり付いている幾つかの固体粒状物を除去することが可能である。この固体粒状物と
しては、フロントガラスに衝突して付着した塵埃または虫を挙げることができる。このよ
うな噴射装置は、ほぼ円筒状を有し、かつ縦長基板に沿って側方に配置された少なくとも
１つのスプレーチューブを備えている。１本チューブ型では、スプレーチューブはチュー
ブを１つしか有しないのに対し、２本チューブ型では、縦長基板のいずれの側にも配置さ
れた２本のチューブを備えている。これらのチューブに孔をあけ、これらの孔によって、
洗浄液をフロントガラスに噴射することができる。
【０００８】
　別のタイプのアクセサリーは、風向調整ディフレクターであり、このディフレクターは
、車両の相対風向を利用して、ワイパー接点がワイピング対象のウィンドウを押す力を大
きくする。
【０００９】
　上述の特許文献１は、「フラットブレード」技術を利用して開発されたワイパーを開示
しており、このワイパーのアクセサリーは、液体スプレーチューブを風向調整ディフレク
ターと組み合わせることにより、単一部材となっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ２００７／０００３４６号
【特許文献２】ドイツ特許出願第１０２　３４　２６７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、外気温度がマイナスになっている状態では、スプレーチューブまたはスプレー
チューブ群に収容される洗浄液は、凍結防止製品が当該洗浄液に含まれていないので、凍
結する可能性がある。洗浄液が、これらのチューブ内で凍結すると、一方においては、ワ
イパーのスプレー機能が阻止されるような悪影響が生じ、そして他方においては、ワイパ
ー構造全体の剛性に影響し、これにより、構造の可撓性を十分に利用している「可撓性ブ
レード」技術の範囲内において、大きな不利益が生じる。
【００１２】
　更に、ワイパーを加熱するように構成されている加熱部材群を含む「可撓性ブレード」
技術について、特許文献２ドイツ特許出願第１０２　３４　２６７号により知ることがで
きる。しかし、この公知のワイパーは、洗浄液スプレーチューブ群を有していない。
【００１３】
　本発明の１つの目的は、可撓性ブレードタイプの車両ウィンドウワイパーを提供するこ
とにあり、この車両ウィンドウワイパーによって、１つのスプレーチューブまたは幾つか
のスプレーチューブに、ワイパーにこのようなチューブ群を設ける場合に収容される洗浄
液の凍結に関連する不具合を解決することができる。
【００１４】
　このような目的は、本発明によると、以下の構造部材群を含む車両ウィンドウワイパー
により達成され、前記ワイパーは、少なくとも、
　－縦長基板と、
　－前記基板の延在部として配置される剛性向上ロッドと、
　－前記基板に取り付けられるワイピングブレードと、
　－洗浄液を噴射する少なくとも１つのチューブを含み、かつ前記基板に組み付けられる
アクセサリーとにより構成され、前記ワイパーは更に、前記洗浄液を加熱する手段を含み
、前記加熱手段は、前記剛性向上ロッドに設けられていることを特徴としている。前記剛
性向上ロッドは金属ロッドであるのが好ましい。前記剛性向上ロッドは、前記基板の縦長
空洞に収容されているのが好ましい。
【００１５】
　本発明の第１の実施形態によれば、前記加熱手段は、少なくとも１つの加熱抵抗膜を含
んでいる。
【００１６】
　この第１の実施形態によると、本発明は、前記加熱抵抗膜が前記剛性向上ロッドの少な
くとも１つの面に配置されている構成が提供される。このような解決策の利点は、剛性向
上ロッドが金属的性質を有するので、熱を、スプレーチューブまたはスプレーチューブ群
に向かって、良好に伝達させることが可能になることである。
【００１７】
　このような利点は、本発明によると、前記加熱抵抗膜を、前記剛性向上ロッドの１つの
面に、すなわち前記ロッドの辺縁部に配置し、この構成体を、ロッドのうち、スプレーチ
ューブ群に最も近い部分に配置されている場合に、更に大きくなる。
【００２４】
　本発明は更に、ワイピングシステムに関し、このワイピングシステムが、本発明による
ワイパーを含んでいることを特徴としている。
【００２５】
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　非制限的な例として示す添付の図面を参照しながら、以下に記述するところは、本発明
がどのようなものであるかを、また本発明を、どのようにして具体化することができるか
を説明している。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１ａ】本発明の第１の実施形態の第１の解決策の断面図である。
【図１ｂ】本発明の第１の実施形態の第１の別の解決策の断面図である。
【図１ｃ】本発明の第１の実施形態の第１のさらに別の解決策の断面図である。
【図２ａ】本発明の第１の実施形態の第２の解決策の断面図である。
【図２ｂ】本発明の第１の実施形態の第２の別の解決策の断面図である。
【図３ａ】本発明の第１の実施形態の第３の解決策の断面図である。
【図３ｂ】本発明の第１の実施形態の第３のさらに別の解決策の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の第１の解決策の断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の第２の別の解決策の断面図である。
【図６ａ】本発明の第２の実施形態の第３の別の解決策の断面図である。
【図６ｂ】本発明の第２の実施形態の第３のさらに別の解決策の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　これらの図の全ては、押出し成形半剛性プラスチック材料により作製された縦長基板１
０を含む車両ウィンドウワイパーを断面で示している。基板１０は、「可撓性ブレード」
または「フラットブレード」技術により、ワイパーのほぼ全長に亘って延びる剛性向上金
属ロッド２０または「スプライン」を受け入れるように構成されている凹溝１１を備えて
いる。基板１０は更に、縦長の爪部１２を有し、この爪部１２に、エラストマーにより形
成されるワイパーブレード３０が挿入される。
【００２８】
　押出し成形により、基板１０とは別体として成形されたアクセサリー４０は、縦長基板
１０に組み付けられ、そして固定される。これらの図においては、アクセサリー４０は、
少なくとも１つの縦長チューブ４２ａ，４２ｂにより作製された液体噴射装置を有し、こ
れらの縦長チューブに、孔４２１ａ，４２１ｂを穿孔して、例えば車両ウィンドウへの洗
浄液の噴射を可能にしている。アクセサリー４０は通常、１つの材料のみによって形成さ
れる。この場合には、押出成形エラストマーにより形成されている。
【００２９】
　更に、これらの図においては、風向調整ディフレクター４１が、アクセサリー４０に設
けられ、車両のウィンドウに対するワイピングブレード３０の接触を向上させるようにな
っていることに、注目に値することである。しかしながら、ほとんどの場合において、こ
のような風向調整ディフレクター４１は、本発明にとって必須ではないことに留意された
い。図５に示す実施形態のみが、このようなディフレクターを設けることを暗に示してい
る。
【００３０】
　スプレーチューブまたはスプレーチューブ群に収容され、かつ外気温度がマイナスの状
態で凍結する可能性のある洗浄液を加熱するために、本発明においては、洗浄液を加熱す
る手段を、ワイパーの少なくとも１つの構造部材に一体化する構成が提供されている。従
って、液相の洗浄液を、少なくとも０℃の温度にする場合、一方においては、噴射装置の
噴射機能を、このような機能は、洗浄液を少なくとも０℃の温度にすることができない場
合には、当該洗浄液が凍結することにより作動しなくなるので、復旧させることが可能で
あり、そして他方においては、ワイパーの構造に、「可撓性ブレード」技術の本質として
要求される可撓性を復旧させることができる。その理由は、洗浄液がスプレーチューブ内
で凍結して、剛性が生じることが原因でこのような可撓性が制限される可能性があるから
である。
【００３１】
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　図１ａ～図３ａは、加熱手段が、少なくとも１つの加熱抵抗膜により構成されている第
１の実施形態に関連するものであるのに対して、図４～図６ｂは、少なくとも１つの加熱
抵抗ワイヤを、加熱手段として実装した第２の実施形態を示している。
【００３２】
　図１ａ～図３ａの第１の実施形態の別の解決策においては、ワイパーの構造の種々の部
材の上に、１つの加熱抵抗膜のみが配置されている。
【００３３】
　図１ａでは、加熱抵抗膜５０は、剛性向上金属ロッド２０の１つの面に配置されている
。この膜５０は、例えば自動接着性の連続する細長片により形成され、この細長片は、切
断して所望の長さにすることができ、かつ接着剤の保護膜を剥がした後には、どのような
面にも固着させることができる。
【００３４】
　この別の解決策によると、ロッド２０の金属の正しい熱伝導率を利用して、膜５０によ
り発生する熱を、スプレーチューブ４２ａ，４２ｂに向かって迅速に拡散させることがで
きるという利点がもたらされる。熱が、剛性向上ロッド２０を通して、このように迅速に
拡散させることによって、更に、構造の温度が更に均一になり、これによって、特定の部
材群、具体的には、プラスチック材料またはエラストマーにより形成され、かつ変形する
可能性があるか、または温度が極めて高くなる領域に、局部的に閉じ込められる可能性の
ある部材の劣化を防止することができるという利点が得られる。
【００３５】
　図２ａの別の解決策では、加熱抵抗膜５０を、縦長基板１０の１つの面に配置してある
。
【００３６】
　図３ａの別の解決策では、加熱抵抗膜５０を、アクセサリー４０におけるアクセサリー
４０を支持体１０に組み付ける方の面に配置する。
【００３７】
　図１ｂ～図３ｂの別の解決策は、２つの加熱抵抗膜５０ａ，５０ｂを備えているので、
更に高効率の加熱、及びワイパーの構造内で発生する熱の分布が、より良好に行われる。
【００３８】
　図１ｂでは、両方の膜５０ａ，５０ｂは、剛性向上ロッド２０の両反対面に配置されて
いる。
【００３９】
　図２ｂでは、両方の膜５０ａ，５０ｂは、縦長基板１０の両反対面に配置されている。
【００４０】
　図３ｂでは、両方の膜５０ａ，５０ｂは、それぞれ、アクセサリー４０を縦長基板１０
に組み付ける面に、そして前記縦長基板１０のうち、組み付け面とは反対側の面に配置さ
れている。
【００４１】
　図１ｃは、非常に有利な別の解決策を示している。その理由は、この解決策によれば、
２つの加熱抵抗膜５０’ａ，５０’ｂを、剛性向上金属ロッド２０の同じ面に配置し、こ
れらの膜の各膜を、ロッドの辺縁部に配置して、それぞれが、スプレーチューブ４２ａ，
４２ｂに出来る限り近くなる構成を提供することができるからである。このような構成に
よると、これらの膜により発生する熱が、チューブ４２ａ，４２ｂに向かって拡散し易く
なり、チューブに収容される洗浄液を、より効率的に、かつより迅速に加熱することがで
きる。２つの他の加熱抵抗膜を、剛性向上ロッド２０のうちの前述の面とは反対側の面の
辺縁部に追加する構成を考えることもできる。
【００４２】
　図４に示す実施形態の例示的な形態では、加熱抵抗ワイヤ６０ａ，６０ｂを、それぞれ
、スプレーチューブ４２ａ，４２ｂ内に格納してある。従って、洗浄液を直接加熱して、
極めて高いエネルギー収率を確保する構成が得られる。その理由は、加熱ワイヤ６０ａ，
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。
【００４３】
　しかし、図４の別の解決策は、加熱ワイヤによってスプレー孔４２１ａ，４２１ｂが、
これらのワイヤを、チューブ４２ａ，４２ｂ内に格納しているので、目詰まりする可能性
があるという不具合を有する。
【００４４】
　このような不具合を解決するために、図５の別の解決策では、加熱抵抗ワイヤ６０をス
プレーチューブ４２ｂの近くで、風向調整ディフレクター４１に設けられる縦長空洞４１
１の内部に一体化する構成が提供される。勿論、この場合、チューブ４２ｂに収容される
洗浄液だけが、ほとんど凍結しないようにすることができる。この限定的構成によって、
基本的にはスプレー機能を５０％だけでも復旧させることができるので、実用上の影響が
生じることはほとんど無い。
【００４５】
　ワイヤ群を、これらのチューブ内に格納することに関連する上述の不具合は、図６ａ，
図６ｂの別の解決策によっても解決することができ、これらの解決策では共通して、２つ
の加熱ワイヤ６０ａ，６０ｂをアクセサリー４０との共押出し成形により押出し成形し、
このような加熱ワイヤ群のうちの少なくとも１つが、スプレーチューブに近接配置される
特殊な構成を採用する。
【００４６】
　図６ａでは、加熱ワイヤ６０ａ，６０ｂを、それぞれ、２本チューブ構成のアクセサリ
ー４０内のチューブ４２ａ，４２ｂに近接配置する。
【００４７】
　図６ｂでは、加熱ワイヤ６０ｂのみを、１本チューブ構成のアクセサリー４０内のスプ
レーチューブ４２ｂに近接配置する。この例では、加熱ワイヤ６０ａは任意であり、ワイ
パーの構造の残りの部分を加熱するために使用することができる。
【００４８】
　共押出し成形によるこの製品は、加熱ワイヤ群を、図４に示すように、チューブ群に挿
通させることにより、または図５に示すように、縦長空洞に挿通させることにより得られ
る製品よりも製造し易い。更に、このようにして加熱ワイヤ群との共押出し成形により押
出し成形されるアクセサリー４０は、電気ワイヤを切り出すときのように、容易に切断し
て所望の長さにすることができる。
【符号の説明】
【００４９】
１０縦長基板、支持体
１２縦長の爪部
２０剛性向上金属ロッド
３０ワイピングブレード、ワイパーブレード
４０アクセサリー
４１風向調整ディフレクター
４２ａ，４２ｂ縦長チューブ、スプレーチューブ
５０，５０ａ，５０ｂ，５０’ａ，５０’ｂ加熱抵抗膜
６０，６０ａ，６０ｂ加熱抵抗ワイヤ
４１１縦長空洞
４２１ａ，４２１ｂスプレー孔
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【図１ｃ】 【図２ａ】
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【図３ｂ】 【図４】
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【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】
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